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Ⅳ 決議案 

○新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案（古屋圭司君外４

名提出、決議第１号） 

近年、国際社会から、新疆ウイグル、チベット、南モンゴル、香港等におけ

る、信教の自由への侵害や、強制収監をはじめとする深刻な人権状況への懸念

が示されている。人権問題は、人権が普遍的価値を有し、国際社会の正当な関

心事項であることから、一国の内政問題にとどまるものではない。 

この事態に対し、一方的に民主主義を否定されるなど、弾圧を受けていると

訴える人々からは、国際社会に支援を求める多くの声が上がっており、また、

その支援を打ち出す法律を制定する国も出てくるなど、国際社会においてもこ

れに応えようとする動きが広がっている。そして、日米首脳会談、Ｇ７等にお

いても、人権状況への深刻な懸念が共有されたところである。 

このような状況において、人権の尊重を掲げる我が国も、日本の人権外交を

導く実質的かつ強固な政治レベルの文書を採択し、確固たる立場からの建設的

なコミットメントが求められている。 

本院は、深刻な人権状況に象徴される力による現状の変更を国際社会に対す

る脅威と認識するとともに、深刻な人権状況について、国際社会が納得するよ

うな形で説明責任を果たすよう、強く求める。 

政府においても、このような認識の下に、それぞれの民族等の文化・伝統・

自治を尊重しつつ、自由・民主主義・法の支配といった基本的価値観を踏まえ、

まず、この深刻な人権状況の全容を把握するため、事実関係に関する情報収集

を行うべきである。それとともに、国際社会と連携して深刻な人権状況を監視

し、救済するための包括的な施策を実施すべきである。 

右決議する。 

 

○ウクライナを巡る憂慮すべき状況の改善を求める決議案（森英介君外６名

提出、決議第２号） 

ウクライナは、ＥＵとロシアの間に位置することから、地政学上、地域の安

定を実現する上で重要な役割を担っている。我が国は、ウクライナの主権と領

土の一体性を一貫して支持している。そして、同国の民主化・自由化を推進し、

地域の平和と安定に寄与するために、Ｇ７をはじめとする国際社会と協調しつ

つ、同国に対する支援を行ってきている。 

そのような中で、昨年後半以降、ウクライナ国境付近の情勢は国外勢力の動
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向によって不安定化しており、緊迫した状況が継続している。 

本院は、こうした状況を深く憂慮し、自国と地域の安定を望むウクライナ国

民と常に共にあることを表明する。いかなる国であろうとも、力による現状変

更は断じて容認できない。そのため、関係する国々に対し、外交努力を通じ、

地域の安定が早期に回復するよう求める。 

政府においては、本院の意を体し、国際社会とも連携し、あらゆる外交資源

を駆使して、ウクライナの緊張状態の緩和と速やかな平和の実現に全力を尽く

すことを強く要請する。 

右決議する。 

 

○ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議案（山口俊一君外12名提出、

決議第３号） 

ウクライナをめぐる情勢については、昨年末以来、国境付近におけるロシア

軍増強が続く中、我が国を含む国際社会が、緊張の緩和と事態の打開に向けて、

懸命な外交努力を重ねてきた。 

しかし、２月21日、プーチン・ロシア大統領は、ウクライナの一部である、

自称「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」の「独立」を承認

する大統領令に署名し、同22日、ロシアは、両「共和国」との間での「友好協

力相互支援協定」を批准した。そして、同24日、ロシアは、ウクライナへの侵

略を開始した。 

このようなロシアの行動は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を

侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違

反である。 

力による一方的な現状変更は断じて認められない。この事態は、欧州にとど

まらず、日本が位置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねな

い極めて深刻な事態である。 

本院は、ロシア軍による侵略を最も強い言葉で非難する。そして、ロシアに

対し、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める。 

本院は、改めてウクライナ及びウクライナ国民と共にあることを表明する。 

政府においては、本院の意を体し、ウクライナに在住する邦人の安全確保に

全力を尽くすとともに、国際社会とも連携し、制裁を含め、事態に迅速かつ厳

格な対応を行い、あらゆる外交資源を駆使して、ウクライナの平和を取り戻す

ことを強く要請する。 



－ 177 － 

右決議する。 

 

○強い沖縄経済と平和創造の拠点としての沖縄をつくる本土復帰50周年に関

する決議案（國場幸之助君外９名提出、決議第４号） 

本院は、本年５月15日に迎える沖縄の本土復帰50年の節目に当たり、苛烈な

地上戦とその後の米軍統治、そして外交努力による本土復帰の歴史に思いをい

たし、沖縄の持つ魅力と可能性が最大限発揮されるよう、沖縄振興を国家戦略

として取り組む決意をここに表明する。 

沖縄返還協定が調印されて以来、本院は、昭和46年の「非核兵器ならびに沖

縄米軍基地縮小に関する決議」、平成９年の「沖縄における基地問題並びに地

域振興に関する決議」を踏まえ、沖縄の課題解決に取り組んできた。しかし、

５次、50年にわたる沖縄振興計画等での取組みによっても、全国最下位の１人

当たり県民所得や子どもの貧困等、依然として沖縄の特殊事情に起因する課題

が存在している。政府は、こうした現実を踏まえ、引き続き、事件、事故の防

止を含む米軍基地の負担軽減と諸課題の解決に向けた責務を果たす必要があり、

さらに、復帰50周年に当たって、沖縄県民の安心・安全及び強い沖縄経済の実

現並びに世界の平和と安定のための創造拠点としての沖縄づくりに向け、最大

限努力すべきである。 

世界文化遺産と世界自然遺産を兼ね備えた沖縄の優位性と独自性を生かし、

教育、芸術、学術、医療、経済、スポーツ、そして国際交流の分野で、アジア、

世界との架け橋となる「万国津梁の魂」を体現する人材育成を行う必要がある。

沖縄の発展に取り組んできた幾多の先人に感謝の念を表し、そして、その志を

継承し、沖縄県民の意思を最大限尊重しつつ国民の共感と理解を得、世界を魅

了する沖縄に向けた総合的かつ大胆で持続可能な振興策を、政府、国会、沖縄

県が一体となって推進すべきである。 

右決議する。 


